
水 道 局 お 客 さ ま セ ン タ ー
水道の使用開始・中止などの各種受付や料金などのお問い合わせを一括してお受けします。

電 話 番 号 ０６－６４５８－１１３２
 　 　　　　　　    い い み ず

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０６－６４５８－２１００： ：

29 4,514 2,701 7,215 65 14,477 7,603 22,080

30 4,762 2,829 7,591 66 14,793 7,750

　○ お客さまセンターでは、お客さまとの通話内容を正確に把握する為、すべての会話を録音させていただきます。

　○ お客さまセンター営業時間外に、ご自宅や道路での漏水を発見されたときの対応として、緊急連絡先をガイダンスにて

　　 ご案内しています。

　○ 公営・民間のマンション等の漏水の修繕はマンション等の管理事務所又は管理会社等へご連絡をお願いいたします。

　○ 水道メータの取付け・取外し等を伴う開始や中止のお届けをお受けした場合の作業は、平日の午前9時～午後5時30分の

　　 お取扱いとなります。

　○ 年末年始は、12月31日から1月3日までお休みさせていただきます。

　○ 下水道使用料に関することは、建設局総務部経理課 ＴＥＬ:０６－６６１５－７５４５ までお問い合わせください。

水道局ホームページ ： http://www.city.osaka.lg.jp/suido/

受付時間
平 日 ( 月 ～ 金 曜 日 ) ： 午前 8 時～午後 8 時 土 曜 日 ： 午前 9 時～午後 5 時

日曜・祝日(3・4月のみ) ： 午前 9 時～午後 5 時 12 月 29 ・ 30 日 ： 午前 9 時～午後 5 時

22,543

25,236 12,597 37,833

28 4,266 2,572 6,838 64 14,160 7,456 21,616 100 25,552 12,744 38,296

27 4,017 2,444 6,461 63 13,844 7,309 21,153 99

24,603 12,303 36,906

26 3,769 2,315 6,084 62 37,36913,528 7,162 20,690 98 24,919 12,450

25 3,520 2,187 5,707 61 13,211 7,015 20,226 97

23 3,157 1,964 5,121 59 35,979

24 3,339 2,075 5,414 60 12,895 6,868 19,763 96

12,578 6,721 19,299 95 23,970 12,009

24,287 12,156 36,443

23,337 11,715 35,052

22 2,976 1,853 4,829 58 12,262 6,575 18,837 94 23,654 11,862 35,516

21 2,795 1,742 4,537 57 11,945 6,428 18,373 93

22,704 11,422 34,126

20 2,613 1,630 4,243 56 34,58911,629 6,281 17,910 92 23,021 11,568

19 2,432 1,519 3,951 55 11,313 6,134 17,447 91

17 2,069 1,297 3,366 53 33,199

18 2,250 1,408 3,658 54 10,996 5,987 16,983 90

10,680 5,840 16,520 89 22,071 11,128

22,388 11,275 33,663

21,439 10,834 32,273

16 1,887 1,185 3,072 52 10,363 5,693 16,056 88 21,755 10,981 32,736

15 1,706 1,074 2,780 51 10,047 5,546 15,593 87

20,806 10,540 31,346

14 1,572 984 2,556 50 31,8099,730 5,400 15,130 86 21,122 10,687

13 1,438 895 2,333 49 9,482 5,271 14,753 85

11 1,170 716 1,886 47 30,420

12 1,304 805 2,109 48 9,234 5,142 14,376 84

8,985 5,014 13,999 83 20,173 10,247

20,489 10,393 30,882

19,540 9,953 29,493

10 1,036 626 1,662 46 8,737 4,885 13,622 82 19,856 10,100 29,956

9 932 560 1,492 45 8,488 4,757 13,245 81

18,907 9,659 28,566

8 827 494 1,321 44 29,0308,240 4,628 12,868 80 19,224 9,806

7 722 428 1,150 43 7,992 4,500 12,492 79

5 513 297 810 41 27,639

6 617 362 979 42 7,743 4,371 12,114 78

7,495 4,243 11,738 77 18,274 9,365

18,591 9,512 28,103

17,641 9,072 26,713

4 502 297 799 40 7,246 4,114 11,360 76 17,958 9,218 27,176

3 491 297 788 39 6,998 3,986 10,984 75

17,008 8,778 25,786

2 480 297 777 38 26,2506,750 3,857 10,607 74 17,325 8,925

1 469 297 766 37 6,501 3,729 10,230 73

（円）

0 459 297 756 36 6,253 3,600 9,853 72

（円） （円） （円） （㎥） （円） （円）

16,692 8,631 25,323

使用料 水 量 料 金 使用料
（㎥） （円） （円） （円） （㎥）

下水道
合 計

使 用 上水道
水 量 料 金 使用料 水 量 料 金

31 5,011 2,958 7,969 67 15,110 7,896 23,006

水道料金・下水道使用料早見表 （一般用　0.5か月につき）

水 道 料 金 平成27年10月 1日改定

金額には、それぞれ消費税及び地方消費税相当額が含まれています。 下水道使用料 平成26年 4月 1日改定

下水道
合 計

使 用 上水道 下水道
合 計

使 用 上水道

23,933

32 5,259 3,086 8,345 68 15,426 8,043 23,469

35 6,004 3,472 9,476 71 16,376 8,484 24,860

101 ㎥ 以 上 の 場 合 は 、 裏 面 の 計 算 方 法
に よ り 簡 単 に 算 出 す る こ と が で き ま す 。

34 5,756 3,343 9,099 70 16,059 8,337 24,396

33 5,508 3,215 8,723 69 15,743 8,190



　

円 × ＝997円

㎥ ～ 円 × 水量 ＋ ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ 円 × 水量 － ×

円 × ＝997円

㎥ ～ 円 × 水量 ＋ ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ 円 × 水量 － ×

円 × ＝997円

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － 円) ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ ～ 円 × 水量 － ×

㎥ 円 × 水量 － ×

大 阪 市 水 道 局
大 阪 市 建 設 局

円) 1.08

◎消費税及び地方消費税相当額の計算方法は次のとおりです。

上記の計算式により算出した金額 ×
8

（1円未満の端数は切り捨てます。）
108

2,501 以上 234 円 (234 74,350

501 2,500 ㎥ 215 円 (215 26,850 円) 1.08

251 500 ㎥ 180 円 (180 9,350 円) 1.08

1,800 円) 1.08

101 250 ㎥ 159 円 (159 4,100

51 100 ㎥ 136 円 (136

円) 1.08

26 50 ㎥ 119 円 (119 950 円) 1.08

(103 550

11 15 ㎥ 83 円 (  83

1.08

61 円 (  61 30 円) 1.08

一
般
汚
水

(

水
道
料
金
の
業
務
用
を
含
む

）

基本額 5㎥まで 275 1.08 297円

超過額
（1㎥につき）

6 10 ㎥

250 円) 1.08

16 25 ㎥ 103 円

下 水 道 使 用 料 計 算 式　（0.5か月につき）

平成26年 4月 1日改定

種　　　　　　　　　　　　　　別 単　　価 計　　　　　　　　　算　　　　　　　　　式

円) 1.08

26 以上 358 円 (358 3,535 円) 1.08

業
　
務
　
用

基本料金 425 1.08 459

従量料金
（1㎥につき）

1

1.08

16 25 ㎥ 285 円 (285 1,710

6 15 ㎥ 209 円 (209

5 ㎥

570 円)

501 以上 358 円 (358 18,540 円) 1.08

10 円 (10 425 円) 1.08

5,640 円) 1.08

円) 1.08101 500 ㎥ 342 円 (342 10,540

51 100 ㎥ 293 円 (293

26 50 ㎥ 230 円 (230 2,490 円) 1.08

16 25 ㎥ 168 円 (168 940 円) 1.08

1.08

11 15 ㎥ 124 円 (124 280

6 10 ㎥ 97 円 (  97

円) 1.08

水　道　料　金　計　算　式　（0.5か月につき）

平成27年10月 1日改定

種　　　　　　　　　　　　　　別 単　　価 計　　　　　　　　　算　　　　　　　　　式

10 円 (  10 425 円) 1.08一
　
　
　
般
　
　
　
用

基本料金 425 1.08 459円

従量料金
（1㎥につき）

1 5 ㎥

10 円)


